
1 

                    

ふじみ第２デイサービスセンター 

通所介護・介護予防通所介護相当サービス・重要事項説明書 

当事業所は、利用者ご本人に対して通所介護・介護予防通所介護相当サービスを提供します。

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを、次の通り説明い  

たします。 

 

1．事業者 

（１）法  人  名     社会福祉法人 富士見会 

（２）法人所在地     群馬県前橋市富士見町小沢２０７番地１ 

（３）電 話 番 号     ０２７－２８８－８２２１ 

（４）代表者氏名     理事長 星野 好孝 

（５）設立年月日     ふじみ第２デイサービスセンター  平成１２年２月１日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定通所介護事業所             平成１２年３月１日指定 

           指定介護予防通所介護相当サービス事業所  平成２７年４月１日指定 

（２）事業所の名称    ふじみ第２デイサービスセンター １０７２０００２９０ 

（３）事業所の目的     

この事業は、適正な運営を確保するために人員及び管理運営等に関する事項を  

定め、施設において介護の提供に当たる従業者が、要介護・要支援・事業対象者の 

状態にある高齢者に対し、適切な通所介護・介護予防通所介護相当サービスを提供 

することを目的とする。 

（４）事業所の名称    ふじみ第２デイサービスセンター 

（５）事業所の所在地等  群馬県前橋市富士見町小沢１１７番２ 

（６）事業管理者     施設長 樺澤 光芳 

（７）当事業所の運営方針  

在宅福祉の重点的な位置付けとして利用者の日中での生活の助長、社会的孤立  

感の解消、心身機能の維持向上並びに家族の身体的及び精神的な負担が軽減さ  

れるよう、積極的な社会資源の活用や従業員、担当介護支援専門員と緊密な連  

携に努める。 

（８）開設年月日     平成１２年４月１日 

（９）利用定員      ふじみ第２デイサービスセンター  ３０名 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  前橋市（大洞及び箕輪、西大河原を除く） 

（２）営業日及び営業時間 

営 業 日 月～土、祝日（但し、１２月３１日～１月３日を除く） 

受 付 時 間 月～土 ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間 月～土 ９：００～１７：００ 
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４．職員の配置状況 

当事業所では、利用者に対して介護サービスを提供する職種として、以下の職員を配置  

しています。職員の配置については、指定基準を遵守しています。  

（１）管  理  者  １名（常勤１名：併設介護老人福祉施設の施設長と兼務） 

（２）生 活 相 談 員   ２名（常勤１名・併設通所介護兼務：うち 1 名介護職員兼務及び併設

通所介護生活相談員兼務） 

（３）介  護  職  員   ９名（常勤８名うち１名生活相談員兼務、非常勤１名） 

（４）看  護  職  員  ２名（常勤１名及び非常勤１名、なお常勤 1 名は介護職兼務） 

（５）調    理    員  １名（常勤兼務）調理員 

（６）機能訓練指導員   ４名（作業療法士２名：1 名は併設通所介護兼務、看護職員兼務 2 名） 

 

５．当事業所が提供するサービス 

通所介護・介護予防通所介護相当サービス 

①食事（食事時間 １２：００～）  

・当事業所では、管理栄養士が立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況・嗜  

好を考慮した食事を提供します。 

②入浴 

・手すりが整備された一般浴、寝たまま入れる特殊浴槽と身体状況に合わせてご利用いただ

けます。 

③送迎 

・リフト付ワゴン車、ワゴン車等にて、お約束した場所まで送迎致します。職員が移  

動をお手伝いします。 

④排泄 

・利用者の状況に応じて、適切な排泄介助を行います。オムツ等必要な方は、必要分ご持参 

下さい。 

⑤レクリエーション 

・適度な運動、創作活動、カラオケ等集団や個別にわたる余暇活動を提供させていただきま

す。 

⑥健康チェック 

・ご利用毎の血圧・体温・脈拍の測定、又月１回の体重測定により、利用者の健康管理を行

います。 

⑦機能訓練 

・残存機能を使い、日常生活動作訓練を支援します。在宅での生活維持に努められる  

よう配慮します。 

⑧生活相談 

・生活全般にわたる相談、又は介護用品の紹介等に応じます。  
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６．当事業所の利用料金及びその他の費用 

（１）介護保険の給付対象となる利用料金（介護保険負担割合証に１割と記載されている場合） 

 

① 通所介護料金 ６時間以上～７時間未満 （１日あたりの料金） 

 

② 通所介護料金 7 時間以上～8 時間未満 （１日あたりの料金） 

 

※入浴加算については、入浴加算Ⅱが算定できない時は加算Ⅰ（40 円/日）の算定します 

個別機能訓練加算Ⅰロが算定できない時は、加算Ⅰイ（56 円/日）を算定します。 

 

【加算】 

加算の種類 加算の要件 

加 算 額 

基本利用

料 

利用者負担金 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

入 浴 介 助 

 加 算 （Ⅰ） 

利用者の入浴を行った場合

（1 日 につき） 
400 円 40 円 80 円 120 円 

入 浴 介 助 

加 算 （Ⅱ） 

医師などが利用者の居宅を

訪問し浴室における動作及

び環境を評価し入浴計画を

作成した後、入浴を行った

場合（1 日につき） 

550 円 55 円 110 円 165 円 

中重度者ケア 

体制加算 

中重度の要介護者を受け入

れる体制を構築し指定通所

介護を行った場合（1 日に

つき） 

450 円 45 円 90 円 135 円 

科学的介護推進 

体制加算 

利用者ごとの ADL 値、栄養

状態、口腔機能、認知症の

状況、その他の心身の状況

などに係る基本的な情報の

400 円 40 円 80 円 120 円 

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本料金 

入浴加算Ⅰ 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

個別機能訓練加算Ⅰロ 

 ５８４円 

  ４０円 

  ２２円 

  ７６円 

 ６８９円 

  ４０円 

  ２２円 

  ７６円 

 ７９６円 

    ４０円 

  ２２円 

７６円 

   ９０１円 

    ４０円 

    ２２円 

    ７６円 

 １，００８円 

    ４０円 

２２円 

７６円 

合 計  ７２２円  ８２７円  ９３４円 １,０３９円  １，１４６円 

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本料金 

入浴加算Ⅰ 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

個別機能訓練加算Ⅰロ 

６５８円 

 ４０円 

 ２２円 

   ７６円 

７７７円 

４０円 

２２円 

７６円 

 ９００円 

４０円 

２２円 

７６円 

１，０２３円 

    ４０円 

    ２２円 

    ７６円 

１，１４８円 

４０円 

２２円 

７６円 

合 計 ７９６円 ９１５円 １，０３８円 １，１６１円 １，２８６円 
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データ提出とフィードバッ

ク情報を活用した場合 

（1 月につき） 

個別機能訓練 

加算（Ⅰ）イ 

利用者ごとに機能訓練指導

員（配置時間の定めなし）

が利用者の居宅に訪問した

上で個別機  能訓練計画を

作成し、その後、3 月毎に 1

回以上、利用者の居宅を訪

問し、計画に基づき、機能

訓練士が直接、機能訓練を

実施した場合（1 日につき） 

560 円 56 円 112 円 168 円 

個別機能訓練 

加算（Ⅰ）ロ 

利用者ごとに機能訓練指導

員（サービス提供時間帯を

通じて）が利用者の居宅に

訪問した上で個別機能訓練

計画を作成し、その後、3 月

毎に 1 回以上、利用者の居

宅を訪問し、計画に基づき、

機能訓練士が直接、 機能訓

練を実施した場合（1 日に

つき）イとロの併算定不可 

760 円 76 円 152 円 228 円 

個別機能訓練 

加算（Ⅱ） 

Ⅰに加え、個別機能訓練計

画などの内容をデータ提出

し、フィードバックを受け

た場合（1 月につき） 

200 円 20 円 40 円 60 円 

生活機能向上 

連携加算 

通所介護事業所の職員とリ

ハビリテーション専門職が

連携して、機能訓練のマネ

ジメントをする場合（1 月

につき） 

1,000 円 100 円 200 円 300 円 

ADL 維持等 

加算 （Ⅰ） 

一定期間内に当該事業所を

利用した者のうち、ADL（日

常生活動作）の維持又は改

善の度合いが一定の水準を

超え、その ADL のデータ提

出しフィードバック情報を

活用した場合（1 月につき） 

300 円 30 円 60 円 90 円 
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ADL 維持等 

加算 （Ⅱ） 

一定期間内に当該事業所を

利用した者のうち、ADL（日

常生活動作）の維持又 

は改善の度合いが一定の水

準を超え、その ADL の デ

ータ提出しフィードバック

情報を活用した場合（1 月

につき） 

600 円 60 円 120 円 180 円 

認知症加算 看護職員と介護職員の配置

を従前より十分に行い、更

に認知症介護指導者研修等

の修了者を配置し、認知症

高齢者の日常生活自立度Ⅲ

以上の利用者の割合が  ２

０％以上の場合（日常生活

自立度Ⅲ以上の利用者のみ

算定します）（1 日につき） 

600 円 60 円 120 円 180 円 

若年性認知症 

利用者受入加算 

若年性認知症利用者へサー

ビスを提供した場合（1 日

につき）※ただし、認知症

加算を算定している場合

は、算定しない。 

600 円 60 円 120 円 180 円 

口腔・栄養スク 

リーニング加算 

（Ⅰ） 

①利用開始及び利用中 6 ケ

月ごとに口腔の健康状態に

ついて確 認し、ケアマネジ

ャーに情報を  提供した場

合 ②〃栄養状態〃  ①・②

いずれも適合すること（1 

日につき） 

200 円 20 円 40 円 60 円 

口腔・栄養スク 

リーニング加算 

（Ⅱ） 

Ⅰの①又は②に適合した場

合（1 日つき） 50 円 5 円 10 円 15 円 

栄養改善加算 低栄養状態にある又はその

おそれのある利用者に、管

理栄養士が低栄養状態の改

善等を目的に栄養食事相談

等の栄養管理を行った場

合。（３月以内の期間に限り

１月に２回を限度としま

す） 

2,000 円 200 円 400 円 600 円 
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栄養アセスメン 

ト加算 

管理栄養士を 1 名配置し利

用者ごとに栄養アセスメン

トを実施、利用者または家

族へのその結果を説明し、

栄養状態などの  情報をデ

ータ提出しフィードバック

情報を活用した場合（1 月 

に） 

500 円 50 円 100 円 150 円 

口腔機能向上 

加算Ⅰ 

口腔機能が低下している又

はそのおそれのある利用者

に、看護職員等が口腔機能

の向上を目的に個別的に口

腔清掃の指導若しくは実施

をした場合、又は摂食・ 嚥

下機能に関する訓練の指導

若しくは実施をした場合。

（３月以内の期間に限り１

月に２回を限度） 

1,500 円 150 円 300 円 450 円 

口腔機能向上 

加算Ⅱ 

Ⅰの要件に加え、利用者ご

との  口腔機能改善管理指

導計画などの情報をデータ

提出し、フィードバック情

報を活用した場合（３月以

内の期間に限り１月に２回

を限度） 

1,600 円 160 円 320 円 480 円 

サービス提供 

体 制 強 化  

加 算 （Ⅰ） 

 

介護職員のうち介護福祉士

の占める割合が 70％以上、

若しくは、サービスを直接

提供する者のうち勤続年数

10 年以上の者の占める割合

が 25％以上ある体制の場合

（1 日つき） 

220 円 22 円 44 円 66 円 

サービス提供 

体 制 強 化 加 

算 （Ⅱ） 

介護職員のうち介護福祉士

の占める割合が５０％以上

ある体制の場合（1 日つき） 

180 円 18 円 36 円 54 円 

サービス提供 

体 制 強 化  

加 算 （Ⅲ） 

 

介護職員のうち介護福祉士

の占める割合が 40％以上、

若しくは  サービスを直接

提供する者のうち勤続年数 

7 年以上の者の占める割合

が  30％以上ある体制の場 

合（1 日つき） 

60 円 6 円 12 円 18 円 
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感染症又は災害 

の発生を理由と 

する介護報酬に 

よる評価 

感染症や災害の影響により

利用  延人数が減少した場

合 

基本報酬への 3％加算又は事業所規模別の報

酬区分の決定に係る特例 

 

介護職員処遇改 

善加算（Ⅰ） 

 

 

介護職員の改善等を実施し

ているものとして前橋市長

に届け出た指定通所介護事

業所が利用者に対して指定

通所介護を行った場合 

基本料金に各種加算・減算を加えた料金×5.9％ 

 ※介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等

ベースアップ等支援加算を除く。 

介護職員処遇改 

善加算（Ⅱ） 同 上 

基本料金に各種加算・減算を加えた料金×4.3％ 

※介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等

ベースアップ等支援加算を除く。 

 

介護職員等特定 

処 遇 改 善 加 

算 （Ⅰ） 

経験・技能のある職員に重

点化 を図りながら、介護職

員の更なる賃金改善等を実

施しているものとして前橋

市長に届け出た指定通所介

護事業所が利用者  に対し

て指定通所介護を行った 

場合 

基本料金に各種加算・減算を加えた料金×1.2％ 

※介護職員処遇改善加算、介護職員等ベース

アップ等支援加算を除く。 

介護職員等特定  

処 遇 改 善  

加 算 （Ⅱ） 

同 上 

 Ⅰが算定できない時に算

定する。 

基本料金に各種加算・減算を加えた料金×1.0％ 

※介護職員処遇改善加算、介護職員等ベース

アップ等支援加算を除く。 

 

介護職員等ベー

スアップ等支援

加算 

・処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅲ)の

いずれかを取得している。 

・賃上げ効果の継続に資す

るよう、加算額の 2/3 は介

護職員等のベースアップ等

（※）に使用することを要

件とする。 

※「基本給」又は「決まっ

て毎月支払われる手当」の

引上げ。 

 

基本料金に各種加算・減算を加えた料金×1.1％ 

 ※介護職員等特定処遇改善加算、介護職員処

遇改善加算を除く。 
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中山間地域等

に居住する者

へのサービス

提供加算 

・厚生労働大臣の定める中

山間地域等に居住する利用

者にサービスを提供するこ

と 

・通常の事業の実施地域を

越えてサービスを提供して

いること 

 

基本報酬に 5％加算 

但し、感染症または災害の発生を理由とする

介護報酬による評価で 3％上乗せしている場

合は、上乗せした物に 5％加算 

 

【減算】 

減算の種類 減算の要件 

減算額 

基本利用料 利用者減算額 

送迎減算 

利用者に対して、その居宅

と指定通所介護事業所との

間の送迎を行わない場合

（片道につき） 

事業対象者・要支援１，2

の方も含みます。 

470 円 47 円 

 

※地域区分 7 級地：{食材料費以外の総額（処遇改善加算等含む）×１．０１４円}となります。 

 

 

③ 介護予防通所介護相当サービス料金（１ヶ月あたりの利用料金）  

利用者の要介護度等 
事業対象者（週１回程度）・

要支援１ 

事業対象者（週２回程度）・

要支援２ 

基本料金（送迎含） １，７９８円 ３，６２１円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ       ８８円 １７６円 

合 計 １，８８６円 ３，７９７円 

 

【加算】  

☆生活機能向上グループ活動加算  

利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の 利用者からなるグループ

に対して実施される日常生活上の支援のための活動を行った場合、お支払いいただく利用料金

は下記の通りです。 

（円／月につき） 

利用者負担 （１割） 利用者負担 （２割 利用者負担 （３割） 

100 円 200 円 300 円 
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☆サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

 算定要件は、要介護と同様                   （円／月につき） 

利用者の 要介護度 利用者負担 （１割） 利用者負担 （２割） 利用者負担 （３割） 

事業対象者・要支援 1 88 円 176 円 264 円 

事業対象者・要支援 2 176 円 352 円 528 円 

 

☆サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

 算定要件は、要介護と同様                     （円／月につき） 

利用者の 要介護度 利用者負担 （１割） 利用者負担 （２割） 利用者負担 （３割） 

事業対象者・要支援 1 72 円 144 円 216 円 

事業対象者・要支援 2 144 円 288 円 432 円 

 

☆サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

  算定要件は、要介護と同様                      （円／月につき） 

利用者の 要介護度 利用者負担 （１割） 利用者負担 （２割） 利用者負担 （３割） 

事業対象者・要支援 1 24 円 48 円 72 円 

事業対象者・要支援 2 48 円 96 円 144 円 

 

☆介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算  

 地域区分 7 級地の算定 

算定要件、算定率は、要介護と同様 

 

☆介護予防通所介護相当サービス（日割）  

通所型サービス 1・日割：５９円/１日つき （週 1 回利用） 

通所型サービス 2・日割：１１９円/１日つき（週 2 回利用） 

 

※介護保険から給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更

します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス  

①食材料費：１食あたり７８０円 

④ 通常の事業実施区域外への送迎費用 

・通常の事業実施区域（前橋市富士見町内の大洞及び箕輪・西大河原を除く）以外にお住ま

いの方で、当事業所のサービスを利用される場合。１回（片道）５㎞未満５０円、５㎞以

上１０㎞未満１００円、１０㎞以上１５０円 

③レクリエーション、クラブ活動等 

・利用者の希望によりレクリエーション等に参加していただくことが出来ます。材料費等、

実費をいただきます。 

⑤ その他、オムツ代にかかる費用は自己負担となります。  

※ 介護保険対応でも、保険料の滞納等の理由により、事業者に保険給付金が支払われない

場合は、一旦利用料金の全額を利用者に負担していただくこととなります。  
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（３）利用料金のお支払方法 

・月末に精算をして、翌月の１５日までに請求書を発行します。２５日に指定の口座より自動引

き落としさせて頂きます。但し、利用初月のお支払いは現金にてお願いすることになります。 

（４）利用の中止、変更、追加 

①利用の中止のご連絡は、当日の８：３０までにご連絡下さい。 

②当日８：３０までに申し出がなく、利用中止された場合、取り消し料として下記の料金をお

支払いいただく事があります。但し、利用者ご本人の体調不良等正当な事由がある場合は、

この限りではありません。 

利用予定日の当日（朝８：３０）までに申

し出があった場合 
無料 

利用予定日の当日（朝８：３０）までに申

し出が無かった場合 

当日の利用料金の７８０円 

（昼食代相当額） 

（５）サービス利用にあたっての留意事項  

①持ち物には必ず名前を書いて下さい。 

②貴重品（金銭等）については、持参をご遠慮下さい。（必要のある時は、あらかじめ連絡をさ

せていただきます。） 

③食品等の持参は、他の利用者の方々に迷惑となる場合がありますので、ご遠慮ください。  

（６）禁止行為 

 ①職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害をお予防行為） 

 ②職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたり

する行為） 

 ③職員に対するセクシャルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、

性的ないやがらせ行為） 

（７）その他 

・当施設では、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しています。急変時には使用することが

あります。 

 

7．虐待の防止について 

当施設では、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を抗

します。 

（1） 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識の向上に努めます。  

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に

通報します。 

（4） 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等

の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。  

 

8．身体拘束防止について 

当事業所は、通所介護サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する
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行為を行いません。 

やむを得ず身体拘束を行う場合、①切迫性②非代替性③一時性の要件を満たしていることを、

カンファレンスにて確認の後、利用者及び家族等（後見人含む）に説明し、同意を得た上で、

その実施状況や時間等について、経過観察記録を作成し保管いたします。  

 

9．業務継続に向けた取り組み 

  当事業所は感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスが継続的に提供でき

る体制を構築する観点から業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シュミレーショ

ン）を実施しています。 

 

9．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。  

 

苦情相談窓口（担当者）  

① 当施設 総務課                 総務課長   大津 和也 

② ふじみ第１デイサービスセンター 生活相談員  後藤 誠 

・受付時間 ８：３０～１７：３０ 

・電話番号 ０２７－２８８－８２２１ 

③ ふじみ第２デイサービスセンター 生活相談員  岡田 陽一 

  ・受付時間 ８：３０～１７：３０ 

・電話番号 ０２７－２８８－０４１５ 

④ ふじみ居宅介護支援センター   管理者 介護支援専門員 工藤 正恵 

・受付時間 随時 

・電話番号 ０２７－２８８－１８００ 

苦情は口頭でも受け付けますが、サンホームふじみ玄関には、「意見箱」を設置しています。 

 

 （２）第３者委員における苦情の受付 

    ①金子 さよ子 前橋市富士見町原之郷３４８    電話番号０２７－２８８－３２９０  

    ②関口 宏   前橋市富士見町田島８５９－７  電話番号０２７－２８８－６２５２ 

   

  ※苦情解決の方法 

     ①苦情の受付 

        苦情は、口頭、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。  

       なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

    ②苦情受付の報告・確認 

        苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出  

       人が第三者委員への報告を拒否された場合を除く）に報告いたします。第三者  

       委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。  

   ・苦情解決責任者  星野 好孝（理事長）軽易な場合は、樺澤 光芳（施設長） 

       ③苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。  
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      その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。  

          なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。  

        ア：第三者委員による苦情内容の確認 

        イ：第三者委員による解決案の調整、助言  

        ウ：話し合いの結果や改善事項等の確認 

   

（３）行政機関その他苦情受付機関 

①群馬県福祉サービス運営適正化委員会（群馬県社会福祉協議会） 

         

・群馬県前橋市新前橋町 13-12  電話番号  ０２７－２５５－６６６９ 

                         FAX 番号   ０２７－２５５－６１７３ 

    受付時間   9 時～17 時（土日、祝日を除く） 

 

①前橋市役所 介護保険課 

・前橋市大手町二丁目１２－１  電話番号  ０２７－８９８－６１３２ 

・FAX 番号/   ０２７－２４３－４０２７ 

②群馬県国民健康保険団体連合会 

・前橋市元総社町３３５－８   電話番号  ０２７－２９０－１３６３ 

 

 


